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世田谷区特別支援教育推進計画（案）について 

 

 

（付議の要旨） 

「世田谷区における特別支援教育の今後の推進のあり方」に基づき、「世田谷区

特別支援教育推進計画」の案をとりまとめたので、報告する。 

 

１ 主旨 

  教育委員会では、「第２次世田谷区教育ビジョン」で「ニーズに応じた特別支援

教育の推進」を今後１０年間の重点事業に位置づけている。さらには、平成２６年

の「障害者の権利のための条約」発効や平成２８年４月に施行される予定の「障害

者差別解消法」など、特別支援教育を取り巻く環境の変化に的確に対応していくた

め、昨年３月に「世田谷区における特別支援教育の今後の推進のあり方」をとりま

とめた。 

  世田谷区特別支援教育推進計画は、世田谷区立小・中学校長及び特別支援学級設

置校長等の意見を踏まえ、「世田谷区における特別支援教育の今後の推進のあり方」

で設定したリーディング事業をさらに拡充し、平成２８年度から２９年度までの２

年間にわたる事業活動について、規定するものである。 

世田谷区基本計画や第２次世田谷区教育ビジョン、せたがやノーマライゼーショ

ンプラン、世田谷区発達障害支援基本計画（平成２８年３月策定予定）などの諸計

画と整合性を図り、世田谷区の特別支援教育を計画的に推進していく。 

 

２ 計画内容 

 別紙１及び別紙２のとおり 

別紙１ 世田谷区特別支援教育推進計画（案）【概要版】 

別紙２ 世田谷区特別支援教育推進計画（案）【本  文】 

 

３ 素案からの変更点 

  別紙３（素案からの変更点）のとおり 

 

４ 今後の予定 

平成２８年 ２月８日 文教常任委員会【計画（案）】 

２月９日 教 育 委 員 会【計画（案）】 

      ４月   教 育 委 員 会【 決  定 】 


